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ある児童発達支援センター所属職員における小学校との連携と就学

に関する意識 

 

草野 真輝1・斎藤 遼太郎2・三橋 翔太 2・奥住 秀之3・大井 雄平4 

 

要旨：2017 年に幼稚園教育要領等が改訂（改定）された。新たに明記された「幼児期の

終わりまでに育ってほしい姿」などは、特別支援教育における就学移行においても重要な

役割を果たすことが期待されるが、障害のある未就学児を支援提供の対象とする施設及び

施設職員の調査・検討が少ないという課題が指摘された。そこで、本研究では、児童発達

支援センターを対象とし、改訂（改定）及びその内容等について、職員らがどのように理

解しているのか等について半構造化面接法を用いた調査から検討することを目的とした。

X 市内の支援センターに勤務する職員 15 名を対象として実施したインタビュー調査から、

施設に特徴的な長期的視点に立った支援が展開されていることが示唆されるとともに、改

訂（改定）等の認知・定着についての課題が確認された。当該諸施設において改訂（改定）

等の認知・定着を妨げる課題を明らかにすることが今後の検討課題であると考えられた。 

 

キーワード：児童発達支援センター 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 就学移行 

 

1. 問題と目的 

2017 年 3 月に幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育

要領が同時に改訂（改定）された。橋川（2020）は本改訂（改定）のポイントについて、

幼児教育と小学校以上の教育を貫く柱として、「三つの資質・能力」が明確に定められ、

幼児教育を行う施設となった保育所においても共通のものとなったことであるとしている。

さらにその、「三つの資質・能力」とは「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力

等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」であり、乳幼児期から高等学校段階までを視野

に入れた育みたい資質・能力の柱となったと指摘している。加えて、橋川(2020)はこの

資質・能力が保育内容のねらい及び内容の中でどのように伸びていっているかを示す具体

像として示されたのが、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10 の姿）」であるとし

ている。 

小学校学習指導要領（2018）によれば、教育課程の編成に際して、「幼児期の終わりま

でに育ってほしい姿を踏まえた指導を工夫することにより、幼稚園教育要領等に基づく幼

児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえて教育活動を実施し、児童が主体的に自
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己を発揮しながら学びに向かうことが可能となるようにすること」との記載があり、幼児

期における諸教育活動が小学校の各教科等における学習へと円滑に接続・移行されるよう

な指導が求められていることがわかる。また、第 2 章 各教科の「指導計画の作成と内容

の取扱い」には、全ての教科において「幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿との関連を考慮すること」や「特に、小学校入学当初においては、生活科を

中心とした合科的・関連的な指導や、弾力的な時間割の設置を行うなどの工夫をすること」

と明記されていることからも、幼稚園等と小学校が“10 の姿”をふまえて連携を図るこ

とが期待されていることがわかる。 

上記のような就学移行における小学校との連携が想定される、未就学の幼児が利用す

る施設は、幼稚園・保育所・認定こども園等に限らない。2012 年には児童福祉法が改正

され、「児童発達支援」が規定された。当該「児童発達支援」とは障害児通所支援を指し、

その支援を提供する主たる施設とは「児童発達支援センター」や「児童発達支援事業所」

などが想定される。厚生労働省は児童発達支援ガイドラインおいて「児童発達支援は、主

に未就学の障害のある子どもを対象に発達支援を提供するもの」と指摘しており、児童発

達支援をその主たる提供内容とする児童発達支援センターや児童発達支援事業所は就学前

の障害児支援において重要な役割を果たすことが理解できる。 

ところで、先行研究においては、障害のある幼児の就学支援について、以下のような

重要性と研究上の課題が指摘されている。近年、保育所・幼稚園から小学校に進学した小

学校 1 年生が、学校生活に馴染めずに授業中に騒いだり、動き回ったりするという「小 1

プロブレム」が指摘されている。白神ら（2017）は、当該問題の解決には、「保育者（保

育士及び幼稚園教諭）と小学校教員が連携し、この問題に取り組んでいく必要がある」と

している。また、河口ら（2017）は「近年、特別支援学級への就学率が増加している中

で（文部科学省、2013）、特別支援学級にも新 1 年生として就学してくることを考慮する

と、1 年生担任だけでなく特別支援学級の担任が保幼小連携をどのように捉えているのか

検討する必要がある」とし、特別支援教育においても同様の課題及びその解決が求められ

ていることを指摘している。さらに、河口ら（2017）は「保幼小連携に関する実態調査

は数多く行われている。しかし、その対象の多くは保育所・幼稚園・認定子ども園の年長

担任や園長、小学校 1 年担任や校長、就学を目前にしているもしくは就学させたばかりの

保護者であり、通常の学級への就学を前提としている連携について取りあげられている」

とし、特別支援教育に特化した就学支援（連携）の実態調査・先行研究の少なさを同時に

指摘している。特筆すべきは、「未就学の障害のある児童」を保育・教育の主たる対象と

した職員を調査の対象とした先行研究が筆者の知る限り登場していないということである。

通常の学級と同様に、特別支援学級においても小学校教員が保育者（保育士及び幼稚園教

諭）と連携することは強く求められる。近年、特別支援学級への就学率が増加している中、

特に障害のある未就学児の就学前に利用していた施設職員等の実態調査を実施することは

急務であると考えられる。 

 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿が幼児らの就学における円滑な接続・移行に寄与

することは前述の通りである。特別支援学級にも新 1 年生が進学してくることを鑑みると、

障害のある幼児らが就学以前に利用していた施設において、「幼児期の終わりまでに育っ

てほしい姿」がどのように理解され、具体的な指導が展開されているのか検討する必要が
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ある。しかし、当該幼児らが就学以前に利用していた施設として想定される「児童発達支

援センター」や「児童発達支援事業所」及び当該施設所属職員を対象とした調査・検討は

少なく、不十分である。 

 よって、本研究においては、児童発達支援センターを対象とし、当該施設所属職員が幼

稚園教育要領等改訂（改定）についてどのように理解しているのか、また、中でも「幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿」について、どのように理解し、実践しているかなどに

ついて半構造化面接法を用いた調査から検討することを目的とした。 

 

2. 方法 

(1)調査対象 

X 市内の児童発達支援センターに勤務する職員 32 名のうち 15 名（表 1）を調査の対象

とした。調査結果の分析のため、所属職員を任意の分類指標（A〜H）を用いて整理する。

なお、公表に関する同意は施設責任者及び調査対象者全員から得ている。 

 

表 1 回答の得られた職員 

分類 役職（分類指標） 職員数 

A 施設長代理（相談支援専門員） 1 

B 係長（児童発達支援管理責任者） 1 

C 保育士（常勤） 7 

D 保育士（非常勤） 2 

E 児童指導員（非常勤、教職免許等保有者） 1 

F 心理士（非常勤） 1 

G 作業療法士（非常勤） 1 

H その他職員（児童指導員（常勤）、保育士資格・教職免許等非保有者） 1 

  計 15 

※C:保育士（常勤）のうち 2 名は児童発達支援管理責任者の資格有 

 

(2)調査方法 

対象職員に対して表 2 に示す質問項目に基づき、15 分程度のインタビュー調査を行な

った。回答内容は IC レコーダーに録音し、逐語録を作成した。 

 

(3)調査期間 

調査は 20XX 年 1 月上旬から 3 月上旬にかけて実施した。 

 

(4)調査項目 

質問項目は大きく、フェイスシート（1.氏名、2.職歴等、3.担当業務・担当クラス・

担当乳幼児等、4.その他（保有資格・免許状等））と表 2 に示す連携及び指導に関する質

問項目に分けられる。なお、連携及び指導に関する質問項目作成に際しては、『幼稚園教

育要領解説』『保育所保育指針』『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』を参考に

した。 
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表 2 連携及び指導に関する質問項目 

問 1 
幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定子ども園教育・保育要領

が改訂（改定）されましたが、着目した点や感想を教えてください。 

問 2 

幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領

に記されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を知っています

か。 

問 3 

「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社会生

活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量や図

形、標識や文字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と

表現」のうち、指導上重視している項目はどれですか（複数回答可）。また、

その理由はなんですか。 

問 4 
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（育ってほしい 10 の姿）」のうち最

も重視するものはどれですか。また、その理由は何ですか。 

 

3. 結果 

(1)「問 1：幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定子ども園教育・保育要領

が改訂（改定）されましたが、着目した点や感想を教えてください。」 

表 3 は問 1 の回答内容である。改訂（改定）について、「着目した点や感想」について

回答した職員は 1 名で、「知らない」あるいは「特になし」と回答した職員が 14 名だっ

た。「知らない」あるいは「特になし」と回答した職員の中には、「自分たちで情報（幼稚

園教育要領等の改訂（改定））を共有して現場でいかそうというよりは、自分たちで“考

えている”ことを提供・共有しているという印象が強い。」と、改訂（改定）等について

の認知が進まない原因について言及する職員も存在した。一方で、着目点や感想について

回答した 1 名は「小学校教員も 10 の姿（幼児期の終わりまでに育ってほしい姿）を知っ

てほしいと思う」と回答するなど、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿に着目をしてい

た。 

 

表 3 問 1 の回答内容 

改訂（改定）について 回答者数 着目した点や感想 

感想 有 1 
・小学校の教員も 10 の姿等を知っておくべきであ

ると思う。 

「知らない」 

「特になし」 
14  

 

(2)「問 2：幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領

に記されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を知っていますか。」 

問 2 については、「知っている」と回答した職員が 1 名、「知らない」と回答した職員は

14 名だった。また、「知っている」と回答した 1 名についても、その内容については誤っ

て理解していることが確認され、正しくは、全職員が 10 の姿について認知していないと

いう結果となった。回答した 15 名の職員の多数は 10 の姿について、「5 領域（健康・人

間関係・環境・言葉・表現）と混同する。」と語っており、2017 年の幼稚園教育要領等改

訂（改定）に伴って、新たに登場した「10 の姿」と既存の知識（5 領域）が混同してい
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ることが確認された。 

 

(3)「問 3：「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社会生活

との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量や図形,標識や

文字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」のうち、指導

上重視している項目はどれですか（複数回答可）。また、その理由はなんですか。」 

表 4 は問 3 の回答内容（回答者数）である。「10.豊かな感性と表現」次いで「1.健康

な心と体」が多く選択された。当該施設が「療育」において「特性を発見し、一人ひとり

の心と体の調和」を図ることを重視しており、当該方針が職員らに浸透していることが示

唆された。 

 

表 4 問 3 の回答内容 

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 回答者数 

1.健康な心と体 9 

2.自立心 6 

3.協同性 2 

4.道徳性・規範意識の芽生え 3 

5.社会生活との関わり 6 

6.思考力の芽生え 1 

7.自然との関わり・生命尊重 2 

8.数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚  

9.言葉による伝え合い 5 

10.豊かな感性と表現 10 

 

(4)「問 4：「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（育ってほしい 10 の姿）」のうち最も

重視するものはどれですか。また、その理由は何ですか。」 

表 5 は問 4 の回答内容（回答者数）で、表 6 はその選択理由である。特に「5.社会生

活との関わり」を選択した職員の多くは、その理由として「人に可愛がられる態度を育む

必要性」などを挙げていた。「社会生活との関わり」について、獲得した態度等（可愛が

られる等）によって“社会からの支援”を得ることができるようにするといった長期的視

点にたった指導を意識していることが確認され、障害のある幼児児童を支援提供の主たる

対象としている施設に特徴的な調査結果となった。また、同じ選択者数となった「1.健

康な心と体」については、「全ての活動を展開する最低限の要素」という認識が職員に浸

透していることが確認された。 
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表 5 問 4 の回答内容 

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 回答者数 

1.健康な心と体 6 

2.自立心 2 

3.協同性  

4.道徳性・規範意識の芽生え  

5.社会生活との関わり 6 

6.思考力の芽生え  

7.自然との関わり・生命尊重  

8.数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚  

9.言葉による伝え合い  

10.豊かな感性と表現 1 

 

表 6 問 4 の回答内容とその選択理由 

幼児期の終わりまでに 

育ってほしい姿 
回答者数 選択理由 

1.健康な心と体 6 

・元気・健康じゃなければ何をしていても楽しく

ない。生活をしていく上で最も大切。 

・全ての活動の基礎となるところで最重要と考え

る                    他 

2.自立心 2 

・長期的な視点から、自我が出て初めて生きてゆ

けると思う。そのため、これがしたい。あれがし

たいという最終的に自分が考え、判断するという

能力は大切。               他 

5.社会生活との関わり 6 

・将来生活していく中で最も重要（社会と関わる

という点で）。自分以外の人を受け入れられる力。

大人に必要とされる、可愛がられる、大切にされ

る（支援が必要な子どもたちは特に）必要があ

る。 

・社会にいかに参加できるか。保護者が抱え込ん

だり、一部（家庭）だけで生活するのではなく、

社会の中に溶け込むということが大切（障害を持

って生まれた子どもを持つ家庭または個人が孤立

することを回避する）。           他 

10.豊かな感性と表現 1 

・いろいろな経験をして自分の思いを表出できる

場があるということが幼児期の最も重要なことで

あると考えている。 

※選択された回答内容及びその選択理由のみを記載  

 

4. 考察 

本研究は、幼稚園教育要領等改訂（改定）及びその内容等について、児童発達支援セ

ンター所属職員らがどのように理解しているのか検討するために、半構造化面接法を用い

た調査を実施した。 

幼稚園教育要領等改訂（改定）について、「着目した点や感想」について回答した職員
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は 1 名で、「知らない」あるいは「特になし」と回答した職員が 14 名だった。「知らない」

あるいは「特になし」と回答した職員の中には、幼稚園教育要領等について触れる機会が

少なく、会議や研究会等においては「自分たちで考えていること」を提供・共有している

印象があると回答した者も存在し、当該要領等に日常的に触れる機会が少ないということ

が推察された。また、改訂（改定）のポイントでもあった「幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿」を知っているか問う質問項目については 15 名中 14 名が「知らない」と回答

する結果となった。回答した 15 名の職員の多数は 10 の姿について、「5 領域（健康・人

間関係・環境・言葉・表現）と混同する。」と語っていた。当該 5 領域とは、幼稚園教育

要領解説等に示される「ねらい（幼児期に育みたい資質能力を幼児の生活する姿から捉え

たもの）」と「内容（“ねらい”を達成するために教師・保育者が幼児の発達の実情を踏ま

えながら指導し、幼児が身につけていくことが望まれるもの）」を幼児の発達の側面から

まとめて、編成したものであり、幼稚園修了時等の具体的な姿である“10 の姿”と関連

させて展開することが期待されている。5 領域が 1989 年の幼稚園教育要領改訂時に当時

の 6 領域（健康・社会・自然・言語・音楽リズム・絵画作成）から変更されたことに比べ

て、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の登場は 2017 年の幼稚園教育要領等改訂（改

定）時である。児童発達支援センターにおける、大綱的基準に明記される文言等定着に要

する時間的課題が指摘される結果となった。また、幼稚園教育要領等改訂（改定）につい

ての着目点や感想を求めたものについても、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿同様、

その認知・定着度について課題が残る結果となった。 

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の構成について説明をした後、重視する内容

（問 3、複数回答可）と最も重視する内容（問 4）について問う質問項目についてはそれ

ぞれ、「10.豊かな感性と表現」、「1.健康な心と体」「5.社会生活との関わり」（同数）が

最も多く選択された。特に、10 の姿のうち最も重視する内容についての回答結果（「5.社

会生活との関わり」）は、「地域社会への参加・包容（インクルージョン）の考え方」に立

つことが明記されている、児童発達支援ガイドラインの「障害児支援の基本理念」が反映

された結果であると考えられた。 

2019 年に文部科学省の委託業務として、公益財団法人 全国幼児教育研究協会が全国の

幼稚園に勤務する管理職及び学級担任を対象として、新幼稚園教育要領の実施状況を調

査・実施した「新幼稚園教育要領の実施状況の把握と理解推進の方策」によれば、管理職

により把握された「新要領告示以降の教員の意識の変化」及び「担任自らの保育内容・方

法に関する意識が変わったと感じたこと」のうち、最も多かったものが「幼児期の終わり

までに育ってほしい姿」であった。これらを本調査結果と比較すると、施設間（幼稚園と

児童発達支援センターなど）においてその認知・定着度に差があることが理解できる。特

別支援教育における就学移行に際しては児童発達支援センターが大きな役割を果たすこと

はこれまでに確認してきた通りである。本研究においては調査対象が限定的であり、児童

発達支援センターをはじめとする、児童発達支援を主たる提供内容とする施設における、

幼稚園教育要領等改訂（改定）についての理解や幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の

理解と実践について十分な傾向を示すことができなかった。児童発達支援ガイドライン内

において「幼稚園教育要領、特別支援学校幼稚部教育要領及び幼保連携型認定こども園教

育・保育要領のねらい及び内容についても理解し、支援にあたることが重要である」との
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記載があることを考慮すると、当該諸施設において当該要領等改訂（改定）等の認知・定

着を妨げる課題を明らかにすることが今後の検討課題であると考えられた。 
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